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東三河自然再生推進業務募集要領 

 

１ 委託業務名 

  東三河自然再生推進業務 

 

２ 事業の背景・目的 

東三河地域は、豊川やその他の河川によって奥三河山間部と三河湾が結ばれ、

学術的に貴重な地形・地質が形成されており、また、そこには希少な動植物が生

息・生育し、優れた景観と豊かな自然環境が存在している。 

一方で、気候変動による植生や生育環境の変化や、手入れ不足による森林の劣

化、外来種の侵入による生物多様性の損失が危惧されており、自然環境の保全・

再生が課題となっている。また、現在はＳＤＧｓの理念に則った環境活動が社会

的に求められる中、東三河地域は県内他地域に比べＳＤＧｓの認知度が低く、Ｓ

ＤＧｓの理念と活動方法の普及啓発が課題となっている。 

本事業では、平成 27 年度から平成 29 年度にかけて、自然環境の保全・再生活

動や自然の魅力発信等を行う人材を養成する「人づくり」事業を実施し、平成 30

年度から令和３年度にかけては、養成した人材を「地域環境リーダー」として任

命し、地域の自然環境に係る課題の検討や身近な自然環境の魅力を将来世代に伝

える事業を実施した。 

令和４年度からは、これまでの成果を踏まえ、「地域環境リーダー」が中心とな

り、東三河のフィールド（活動拠点）においてＳＤＧｓの理念に則った生物多様

性保全活動や、その成果発表等の啓発活動を行うことで、ＳＤＧｓの普及啓発を

図る事業を実施しており、令和８年度も引き続きこれを行う。 

これらの事業を通して、人と豊かな自然が共生する地域を目指していく。 

 

３ 委託業務の内容 

別紙「東三河自然再生推進業務仕様書」のとおり 

 

４ 応募者の資格 

  下記のすべての要件を満たす者であること。 

（１）県内に主たる事業所(支店、営業所を含む。)を有する法人(ＮＰＯ法人等も含 

む。)又は団体であること。 

（２）財政的基盤が健全に確立されていること。 

（３）宗教活動や政治活動を主たる目的とする法人及び団体でないこと。 

（４）県税、法人税、消費税及び地方消費税を滞納していないこと。 
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（５）地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４の規定に該当しな

い者で、愛知県から愛知県会計局指名停止取扱要領に基づく指名停止処分を受

けていないこと。 

（６）「愛知県が行う事務及び事業から暴力団排除に関する合意書」（平成 24 年６

月 29 日付け愛知県知事等・愛知県警察本部長締結）に基づく排除措置を受け

ていないこと。 

 

５ 契約期間 

契約締結日から令和９年３月 15 日（月）まで 

 

６ 委託金額の上限 

6,999,300 円（消費税及び地方消費税の額を含む。） 

  本事業は令和８年２月議会での予算成立を前提とする。 

 

７ 委託料の支払方法 

事業終了後の精算払いとする。 

 

８ 契約保証金 

  愛知県財務規則第 129 条の２の規定により、契約金額の 100 分の 10 を乗じて

得た額とする。ただし、契約の相手方が財務規則第 129 条の３各号に該当すると

きは、契約保証金の納付を免除する。 

 

９ 説明会の開催 

  応募希望者を対象に、次のとおり説明会を開催する。 

  なお、説明会への参加は応募の必須条件ではない。 

  日時 令和８年２月 20 日（金）午後２時から  

  場所 東三河総合庁舎 ３階 302 会議室 

※ 資料の準備等の関係から、出席を希望する場合は令和８年２月18日（水）

午後５時までに事業者名及び出席者数を 16 の連絡先まで連絡ください。 

 

10 参加表明書の提出 

  企画提案書の提出を希望する場合、次のとおり参加表明書を提出すること。 

（１）参加表明書：別紙 様式１ 

（２）提出期限：令和８年２月 27 日（金）午後５時まで 

（３）提出先：愛知県東三河総局県民環境部環境保全課環境保全グループ 

（４）提出方法：郵送又は持参 
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11 企画提案書の提出 

（１）提出物 

   企画提案書：Ａ４判、６部（ただし、１部にのみ表紙に社名を表記し残りの

５部の企画提案書には、社名や、社名が推測できるような記述はしないこと。） 

なお、誓約書については、原本１部提出すること。 

（２）提出方法 

   郵送又は持参 

（３）提出期限及び場所 

   令和８年３月６日（金）午後５時 必着 

    愛知県東三河総局県民環境部環境保全課 環境保全グループ 

   （郵送の場合は、期限までに確実に到着するよう留意すること。） 

 

12 企画提案書の作成内容（提案項目等） 

  企画提案書には、次の（１）から（８）の内容について記述すること。 

（１）事業に関する企画等 

  ア 事業実施計画 

事業の目的を達成するための事業全体に係る総合的な事業実施計画を記

述すること。 

  イ 事業スケジュール 

事業を実施するに当たり、必要な企画・調整が適切に行われる日程が示さ

れているスケジュール計画を記述すること。 

  ウ 企画・運営計画 

別紙「仕様書」を参考に、効果的な企画内容及び運営計画を記述すること。 

（２）事業の募集に関する企画 

   事業を広くかつターゲット層に的確に情報発信できる効果的な募集方法を

記述すること。 

（３）概算費用 

事業の実施に係る概算費用（見積額）を内訳がわかるように項目ごとに記述

すること。 

（４）事業実施体制及びスタッフの業務経歴 

事業を受託した場合の業務を実施する体制（組織、スタッフ、社内及び社外

のバックアップ体制等）及び業務に従事するスタッフの過去の業務経歴を記述

すること。 

（５）事業の受託実績 

   過去５年間（令和３年度～令和７年度）に受託した事業の実績を記述するこ

と。なお、記載項目は、運営を受託した事業の概要、主催者、参加者数、受託
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した業務の具体的な内容等を記述すること。 

   特に生物多様性及び人材育成に関する企画・運営実績がある場合は詳細に記

載のこと。 

（６）誓約書 

「４ 応募者の資格」の（１）～（６）に該当しない旨の誓約書を提出するこ

と。（様式は任意） 

（７）社会的価値の実現に資する取組に関する申告書 

 別紙様式２。必要な添付書類を提出すること。 

（８）その他 

その他、本事業を魅力的・効果的なものとするために考えられる企画があれ

ば、記述すること。 

 

13 審査及び委託先の決定 

（１）提出された企画提案書については、別途通知する日時に提案者によるプレゼ

ンテーションを行うので、事前に準備すること。プレゼンテーションは１者 15

分程度とする。説明は企画提案書をもとに行うものとし、質疑応答を 10 分程

度行う。 

（２）プレゼンテーション終了後に別に定める審査委員会にて総合的に評価し、審

査の結果、その内容が最も適切であると選考された企画提案業者１者と契約交

渉を行い、合意に至れば契約締結する。 

（３）審査結果については、各提案者に文書で通知する。 

（４）企画提案書の内容に虚偽があった場合は、委託契約候補者から外し、次点で

あった業者を繰り上げて委託契約候補者とする。 

（５）委託先の選定は非公開で行われ、審査の経過等、審査に関する問い合わせに

は応じない。 

（６）審査結果についての異議申し立ては受け付けない。 

 

14 スケジュール（予定） 

 ・令和８年２月 20 日(金) 応募希望者への説明会 

 ・令和８年２月 27 日(金) 参加表明書の提出期限 

 ・令和８年３月６日(金) 企画提案書の提出期限 

 ・令和８年３月 12 日(木) 選定委員会（プレゼンテーション） 

 ・令和８年４月初旬 事業者決定、契約 

 ・令和９年３月 15 日(月)   契約終了 
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15 その他 

（１）本契約は、令和８年２月定例県議会における当該契約に係る予算の成立を条

件とする。 

（２）企画提案書作成及び提出に必要な経費については、各応募者の負担とする。

なお、提案された企画提案書は、返却しない。 

 

16 連絡・問合せ先 

  〒440－8515 

豊橋市八町通５丁目４番地 愛知県東三河総合庁舎 ３階 

愛知県東三河総局県民環境部環境保全課環境保全グループ 

担  当 加藤（享）・加藤（悠） 

電  話 0532-35-6113（ダイヤルイン） 

Ｅメール higashimikawa@pref.aichi.lg.jp 


